
本
人
ま
た
は
、
扶
養
し
て
い
る
人
が
六
十
五
歳
以
上
で
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者

の
場
合
に
は
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の
交
付
を
受
け
る
こ
と
で
、
所
得
税
・
市

民
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
要
介
護
一
〜
三
で
身
体
上
の
障
害
の

見
ら
れ
な
い
人
や
要
支
援
一
・
二
の
人
は
対
象
外
で
す
）。

要
介
護
認
定
の
状
況
に
よ

り
、
障
害
者
控
除
ま
た
は
特

別
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
控
除
額
は
下

記
の
と
お
り
）。
障
害
の
認
定

は
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三

十
一
日
現
在
の
要
介
護
認
定

状
況
に
よ
り
ま
す
。

な
お
、
対
象
者
が
年
の
途

中
に
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

亡
く
な
っ
た
と
き
の
状
況
に

よ
り
ま
す
。

認
定
書
の
交
付
申
請
を
し

て
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
の
交
付
を
受
け
、
確
定
申

告
の
と
き
に
そ
の
認
定
書
を

提
示
し
て
控
除
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
交
付
申
請
に
は
、
申
請
者
の
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
支
援
課
（
大
仁
庁
舎
）

電
話
０
５
５
８（
７
６
）８
０
０
９

市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
伊
豆
長
岡
庁
舎
）

電
話
０
５
５（
９
４
８
）２
９
０
１

韮
山
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
韮
山
庁
舎
）

電
話
０
５
５（
９
４
９
）６
８
０
０

＊
認
定
書
の
発
行
は
、
二
月
一
日（
月
）〜
三
月
十
五
日（
月
）の
間
で
す
。

期
間
外
は
、
高
齢
者
支
援
課
で
の
み
発
行
と
な
り
ま
す
。

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
で
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
二
年
目

以
降
の
人
は
、
医
師
が
発
行
し
た「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
無
く
て
も
、「
市
が
主
治
医
意

見
書
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
書
類
」が
あ
れ
ば
、
医

療
費
控
除
の
対
象
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

お
む
つ
代
に
つ
い
て
の
医
療
費
控
除
の
申
告
が
二
年
目

以
降
で
、
要
介
護
認
定
者
本
人
ま
た
は
扶
養
し
て
い
る
人

交
付
申
請
を
し
て
発
行
さ
れ
た「
市
が
主
治
医
意
見
書
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
書

類
」を
、
確
定
申
告
の
と
き
に
お
む
つ
購
入
代
の
領
収
書
と
一
緒
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
交
付
申
請
の
と
き
に
は
、
申
請
者
の
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
認
定
時
の
書
類
の
記
載
状
況
に
よ
り「
市
が
主
治
医
意
見
書
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し

た
書
類
」を
そ
の
場
で
発
行
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
交
付
申
請
を
す
る
場

合
は
、
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
支
援
課
（
大
仁
庁
舎
）

電
話
０
５
５
８（
７
６
）８
０
０
９

＊
認
定
時
の
書
類
確
認
が
必
要
な
た
め
、高
齢
者
支
援
課
で
の
み
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。

5 ２０１０．２．１いずのくに 4２０１０．２．１いずのくに

問合せ　高齢者支援課　電話０５５８‐７６‐８００９

控除の種類
所得控除額

所得税 住民税

障害者控除 ２７万円 ２６万円

特別障害者控除 ４０万円 ３０万円

確
定
申
告
を
す
る

要
介
護
認
定
者
の
皆
さ
ん
へ

障
害
の
程
度
と
控
除
額

控
除
を
受
け
る
に
は

交
付
申
請
窓
口

交
付
申
請
窓
口

対
象

控
除
を
受
け
る
に
は

現在、ご覧になっているアナログテレビ放送は、
２０１１年７月２４日に終了し、地上デジタルテレビ放
送（以下「地デジ」）に完全移行します。地デジを受信
するためには、デジタル放送対応の機器が必要です。
早めに地デジの準備を始めませんか？
そこで、地デジをご覧になるための総務省による

説明会（無料）を市内各地で開催します。ぜひご参加
ください。
なお、開催日程は１月中旬に、総務省から戸別配

布されたお知らせをご確認ください。

問合せ 総務省静岡県テレビ受信者支援センター

（デジサポ静岡） 電話０５４‐６５４‐０２１１

市役所企画課　　 電話０５５‐９４８‐１４１３

月 日 曜日 ところ
開始時間

２
月

１ 月
韮山生涯学習センター １０：３０ １４：００

中区公民館 １９：００ －

２ 火
中島防災センター １０：３０ １４：００

韮山時代劇場映像ホール １０：３０ １４：００

３ 水
原木公民館 １４：００ １９：００

天野公民館 １４：００ １９：００

４ 木
小坂公民館 １４：００ －

田京公民館 １０：３０ １４：００

５ 金
守木公民館 １０：３０ １４：００

田原野公民館 １０：３０ １４：００

６ 土 江間防災センター １４：００ １９：００

７ 日

大仁公民館 １４：００ １９：００

三福公民館 １４：００ １９：００

南條区民ホール １４：００ １９：００

四日町公民館 １４：００ １９：００

１４ 日
長岡区民館 １９：００ －

古奈公民館 １４：００ １９：００

１回目 ２回目




